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日英租税条約－改正議定書の発効 

 改正議定書の発効と適用開始時期 

11 月 12 日、日本国政府と英国政府との間で現行の租税条約を改正する議定

書（2013 年 12 月 17 日署名）を発効させるための外交上の公文の交換がロンド

ンで行われました。  

これにより、この改正議定書は本年 12月 12日（外交上の公文の交換日の後 30
日目）に効力を生じ、以下のように適用されることとなります。 

(1) 原 則 

日 本 

(i) 源泉徴収される租税 

2015 年 1 月 1 日以後に租税を課される額 

(ii) 源泉徴収されない所得に対する租税 

2015 年 1 月 1 日以後に開始する各課税年度の所得 

英 国 

(i) 源泉徴収される租税 

2015 年 1 月 1 日以後に取得する所得 

(ii) 所得税及び譲渡収益税 

2015 年 4 月 6 日以後に開始する各賦課年度のもの  

(iii) 法人税 

2015 年 4 月 1 日以後に開始する各会計年度のもの  
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(2) 例 外 

第 7 条（事業利得）の改正は、両国の政府が別途外交上の公文の交換により合

意する日以後に開始する課税年度又は賦課年度の利得について適用されま

す。    

また、第 25 条（相互協議手続）、第 26 条（情報交換）及び第 26 条の A（徴収共

助）の改正は、対象となる事案に係る課税年度又は賦課年度にかかわらず、本

年 12 月 12 日から適用されます。ただし、相互協議手続に係る仲裁手続に関し

ては、2016年 12月 12日までは、いかなる事案も仲裁に付託されないこととされ

ています。  

財務省プレスリリース 
英国との租税条約を改正する議定書が発効します 

 改正のポイント 

(1) 配当所得（第 10 条） 

配当に係る源泉地国における課税が、以下のように軽減されます。 

 親子会社間（持株要件） その他 

現行条約 
免税（50％以上） 
5％（10％以上） 

10％ 

改正条約 免税（10％以上） 10％ 

(2) 利子所得（第 11 条） 

利子に係る源泉地国における課税が、以下のように軽減されます。 

現行条約 
免税（金融機関等）  

10％（その他） 

改正条約 原則免税 

(3) 譲渡所得（第 13 条） 

現行条約では、25％以上を保有する子会社株式を課税年度に 5％以上譲渡し

た場合の譲渡所得（いわゆる「事業譲渡類似株式の譲渡」による所得）で、親会

社の居住地国において租税が課されないものについては、子会社の居住地国

において課税が認められていますが、改正により、この規定が削除されることに

なります。なお、不動産関連法人株式を譲渡した場合の譲渡所得は、これまでと

同様に、不動産所在地国に課税権が認められます。 

現行条約のもとでは、英国親会社が日本子会社の株式を譲渡することにより生

じた所得について、原則として、日本で法人税が課されていますが、改正条約の

もとでは、その日本子会社が不動産関連法人に該当する場合等を除き、法人税

が課されないことになります。 

(4) 事業所得（第 7 条） 

第 7 条が、2010 年に改訂された OECD モデル租税条約第 7 条（本支店間の内

部取引を認識し、独立企業原則を適用して恒久的施設に帰属する利得を計算す

ることが定められています。）と同様の規定に変更されます。 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20141113uk.htm


 
 

 

(5) その他 

第 25条（相互協議手続）に仲裁制度に関する規定が追加されるほか、両国の税

務当局が相手国の滞納租税債権の徴収を相互に支援することを規定した、第

26 条の A（徴収共助）が新たに設けられます。 
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